
◎特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律 
（令和三年五月一〇日法律第三一号）   

一、 提案理由（令和三年三月三〇日・衆議院国土交通委員会） 

○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改

正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 近年、気候変動の影響により全国各地で豪雨災害が激甚化、頻発化しており、今後更

に、雨量の増大が見込まれる中、国民の命と暮らしを守るためには、治水対策の抜本的

な強化が急務となっております。具体的には、上流、下流や本川、支川等、流域全体を

俯瞰し遊水地の整備や河道掘削、堤防整備といったこれまで計画的に進めてきた河川等

の整備を一層加速するとともに、国、自治体、企業、住民等、あらゆる関係者が協働し

てハード、ソフトの治水対策に取り組む流域治水が重要であり、その実効性を高め、強

力に推進するための制度が必要であります。 

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、流域治水を全国で展開するための計画や体制として、国、都道府県、市町村

等の関係者が一堂に会する協議会において、河川の整備に加え、自治体や民間等による

雨水貯留浸透対策、土地利用の方針等の計画を協議し、実施する仕組みを創設するとと

もに、この仕組みを全国の河川で活用することとしております。 

 第二に、河川の氾濫をできるだけ防ぐには、堤防等の河川整備がまず重要ですが、こ

れに加え、利水ダムの事前放流を拡大できるよう、河川管理者や利水者等により構成さ

れる協議会制度を創設することとしております。あわせて、保水、遊水機能を有する土

地等について届出、勧告制等の導入により保全を強化するとともに、雨水貯留浸透施設

の認定や支援の制度を創設し、自治体や民間による整備を推進することとしております。 

 第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高いエリアで住宅等の安

全性を建築等の前に確認する浸水被害防止区域の制度を創設するとともに、安全なエリ

アへの移転のための防災集団移転促進事業の対象等を拡充することとしております。あ

わせて、災害時の避難先となる拠点の整備等を計画的に進める仕組みを導入することと

しております。 

 第四に、実効ある避難を促すため、ハザードマップの作成対象を拡大し、浸水リスク

情報の空白域を解消するとともに、要配慮者施設に係る避難計画等について、市町村が

助言、勧告できる制度を創設することとしております。あわせて、自治体が管理する河

川での国による権限代行制度を拡充することとしております。 

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議を何とぞよろしくお願い申し上げ

ます。 



 以上です。 

二、衆議院国土交通委員長報告（令和三年四月八日） 

○あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近における気象条件の変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、

所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条

件の特殊性により困難な河川を追加すること、 

 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進す

るとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水の

貯留機能を阻害する行為を事前届出制とすること、 

 第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高い土地等を浸水被害防

止区域として指定し、一定の開発行為等を許可制とすること、 

 第四に、実効ある避難を促すため、浸水想定区域の対象河川等を拡大し、浸水リスク

情報の空白域を解消すること 

などであります。 

 本案は、去る三月二十三日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員

会に付託され、三十日赤羽国土交通大臣から趣旨の説明を聴取しました。翌三十一日に

質疑に入り、同日参考人からの意見を聴取し、四月七日に質疑を終了しました。質疑終

了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ

ります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月七日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 流域治水に関する施策の決定及びその実施に当たっては、流域治水に係る計画のた

めの協議会で住民、ＮＰＯ等の多様な意見の反映を促す等により地域住民等の意向が

十分配慮されるとともに、上流及び下流のそれぞれの地域の受益や負担が示される中

で、円滑な合意形成が行われるよう環境整備に努めること。また、まちづくりとの連

携が十分に図られるよう努めるとともに地方公共団体に対しても適切に助言すること。 

二 学校教育及び社会教育における防災教育の充実を図ること。またその際には、災害

伝承を調査及び検証の上、次世代に引き継がれるよう適切に活かすとともに、治水や

水源保全等における上流域が担う役割の重要性等に対する下流域の理解の醸成に努め

ること。 

三 流域治水の取組においては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフ



ラの考えを推進し、災害リスクの低減に寄与する生態系の機能を積極的に保全又は再

生することにより、生態系ネットワークの形成に貢献すること。 

四 森林の有する水源涵養機能や農地等が一定の洪水低減機能を有することの重要性及

び山間地等の土地利用の変化が流域の土砂災害等に影響を与えることを踏まえた森林

管理の重要性に鑑み、農林関係機関との連携強化を図ること。 

五 流域治水の取組を強力に推進するため、特定都市河川の積極的な指定に努めるとと

もに、都道府県による指定を促進するため、流域治水に係る計画の策定及び同計画に

基づく取組への必要な支援を行うこと。また、流域が複数の都道府県にまたがる場合

も適切な指定が行われ、連携した施策が実施されるよう助言すること。 

六 雨水貯留浸透施設の設置等に当たっては、地形や地質、土質、地下水位、周辺環境

等の状況の調査により施設整備の効果の維持に努めること。 

七 浸水被害防止区域や貯留機能保全区域の指定が円滑に進められるよう、ガイドライ

ンの策定や地方公共団体に対する必要な助言等の支援に努めること。また、浸水被害

防止区域における既存建築物の安全性の確保や、貯留機能保全区域を対象とした固定

資産税の減免措置等の支援策の創設を検討すること。 

八 地方公共団体による浸水想定区域図及びハザードマップの作成を推進するため、デ

ジタルデータの活用等の技術的な支援とともに、財政的な支援を一層行うよう努める

こと。また、ハザードマップ等に基づき提供される情報が住民の避難行動に結びつく

よう、ハザードマップの作成、公表、周知の各段階において、多様な主体の参画の機

会を積極的に設けるよう助言すること。 

九 要配慮者利用施設における逃げ遅れによる人的被害を繰り返さないよう、厚生労働

省と連携し、避難の実効性の確保に資するため、要配慮者利用施設へ助言等を行う市

町村に対して必要な支援を行うこと。 

十 ダムの洪水調節機能を適切に確保するため、災害の予防的措置として必要な堆砂除

去に対する国の財政支援制度の創設を検討するとともに、効率的・効果的に利水ダム

等の事前放流を実施するために必要な放流設備の増強等を関係者と連携し推進するこ

と。 

十一 防災集団移転促進事業が事前防災対策として活用されるよう市町村等に対して本

改正内容の周知に努めるとともに、移転先における持続可能なまちづくりのための必

要な助言等の支援を行うこと。また、移転者の経済的負担の軽減に配慮した更なる支

援策を検討すること。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和三年四月二八日） 

○江崎孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発

行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措



置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る

国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設へ

の追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするもので

あります。 

 委員会におきましては、神奈川県にある特定都市河川鶴見川の鶴見川多目的遊水地を

視察するとともに、参考人から意見を聴取したほか、流域水害対策協議会の在り方、ダ

ムの事前放流の実効性確保策、下水道の内水氾濫対策、避難の実効性を確保するための

ハザードマップの作成及び要配慮者利用施設や障害者の避難計画の作成に係る地方公共

団体に対する支援等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月二七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 流域治水に関する施策の決定及びその実施に当たっては、流域治水に係る計画のた

めの協議会で住民、ＮＰＯ等の多様な意見の反映を促す等により地域住民等の意向が

十分配慮されるとともに、上流及び下流のそれぞれの地域の受益や負担が示される中

で、円滑な合意形成が行われるよう環境整備に努めること。また、まちづくりとの連

携が十分に図られるよう努めるとともに地方公共団体に対しても適切に助言すること。 

二 学校教育及び社会教育における防災教育の充実を図ること。またその際には、災害

伝承を調査及び検証の上、次世代に引き継がれるよう適切にいかすとともに、治水や

水源保全等における上流域が担う役割の重要性等に対する下流域の理解の醸成に努め

ること。 

三 流域治水の取組においては、自然環境が有する多様な機能をいかすグリーンインフ

ラの考えを普及させ、災害リスクの低減に寄与する生態系の機能を積極的に保全又は

再生することにより、生態系ネットワークの形成に貢献すること。 

四 森林の有する水源涵養機能や農地やため池等の有する洪水低減機能の重要性及び山

間地等の土地利用の変化が流域の土砂災害等に影響を与えることを踏まえた森林管理

の重要性に鑑み、農林関係機関との連携強化を図ること。 

五 市街地での浸水被害を防ぐため、河川等から下水道への逆流対策等の内水氾濫対策

を着実に推進するとともに、下水道の老朽化対策を早急に実施すること。 

六 流域治水の取組を強力に推進するため、特定都市河川の積極的な指定に努めるとと

もに、都道府県による指定を促進するため、流域治水に係る計画の策定及び同計画に



基づく取組への必要な支援を行うこと。また、流域が複数の都道府県にまたがる場合

も適切な指定が行われ、連携した施策が実施されるよう助言すること。 

七 雨水貯留浸透施設の設置等に当たっては、地形や地質、土質、地下水位、周辺環境

等の状況の調査により施設整備の効果の維持に努めること。 

八 浸水被害防止区域や貯留機能保全区域の指定が円滑に進められるよう、ガイドライ

ンの策定や地方公共団体に対する必要な助言等の支援に努めること。また、浸水被害

防止区域における既存建築物の安全性の確保や、貯留機能保全区域を対象とした固定

資産税の減免措置等の支援策の創設を検討すること。 

九 地方公共団体による浸水想定区域図及びハザードマップの作成を推進するため、デ

ジタルデータの活用等の技術的な支援とともに、財政的な支援を一層行うよう努める

こと。また、住民の避難行動に結びつくよう、障害者に分かりやすい点図等を活用し

たハザードマップ、治水施設等の整備の進捗に対応したハザードマップ、土地利用や

整備に資する降水量ごとのハザードマップ等の作成を検討するとともに、ハザードマ

ップの作成、公表、周知の各段階において、多様な主体の参画の機会を積極的に設け

るよう助言すること。 

十 要配慮者利用施設における逃げ遅れによる人的被害を繰り返さないよう、厚生労働

省と連携し、避難の実効性の確保に資するため、要配慮者利用施設へ助言等を行う市

町村に対して必要な支援を行うこと。 

十一 ダムの洪水調節機能を適切に確保するため、災害の予防的措置として必要な堆砂

除去に対する国の財政支援制度の創設を検討すること。また、効率的・効果的に利水

ダム等の事前放流を確実に実施するため、気象庁の機能強化及び気象予測の精度向上

を図るとともに、放流設備の増強等を関係者と連携し推進すること。 

十二 流域治水の取組を強力に推進するため、その役割を担う国土交通省の地方整備

局・北海道開発局の組織・定員の拡充・強化を図るとともに、地方公共団体において

治水に係る人員不足や技術力の低下が生じている状況の中、治水施設等の整備を担う

技術者の確保及び育成への支援に努めること。また、災害に対する即応力を高めるた

め、地方公共団体との連携を一層推進するとともに、緊急災害対策派遣隊の機能強化

等による国の体制の充実を図ること。 

十三 防災集団移転促進事業が事前防災対策として活用されるよう市町村等に対して本

改正内容の周知に努めるとともに、移転先における持続可能なまちづくりのための必

要な助言等の支援を行うこと。また、移転者の経済的負担の軽減に配慮した更なる支

援策を検討すること。引き続き、危険エリアから安全なエリアへの移転を促進させる

ため、税制面での対応等、幅広い視点からの対策を検討すること。 

十四 広範囲かつ長期間の浸水が想定される地域においては、既存施設も活用し、避難

先となる拠点施設が確実に整備されるよう地域の実情を踏まえた必要な支援を行うこ

と。また、当該拠点施設においては高齢者、障害者、乳幼児等にとって配慮されたも



のとなるよう、バリアフリー化や十分な保健医療サービスの提供体制の構築等、必要

な対策を行うよう努めること。 

  右決議する。 

 


